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Ⅲ.目指すべき社会・姿を実現するための取組 

１．革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現 

 

（１）オープンデータ・ビッグデータの活用の推進 

行政が保有する地理空間情報（G 空間情報）、防災・減災情報、調達情報、統計情

報等の公共データや、企業が保有する顧客情報、個人のライフログ情報等、社会や市

場に存在する多種多量の情報、いわゆる「ビッグデータ」を相互に結び付け、活用す

ることにより、例えば、環境、教育、交通等の多様なデータを集約・整理してその地

域の状況を分かりやすく示す不動産情報提供、多種大量のデータから顧客のニーズに

応じたデータを自動的に抽出するプログラム開発などの新ビジネスや官民協働の新

サービスが創出され、企業活動、消費者行動や社会生活にもイノベーションが創出さ

れる社会を実現する。 

 

② ～「ビッグデータ」のうち、特に利用価値が高いと期待されている、個人の行動・

状態等に関するデータである「パーソナルデータ」の取扱いについては、その利活

用を円滑に進めるため、個人情報及びプライバシーの保護との両立を可能とする事

業環境整備を進める。～ 

既に、スマートフォンの利用者情報の取扱いなど先行的にルール策定が行われた

分野については、取組の普及を推進する。 

また、速やかに IT 総合戦略本部の下に新たな検討組織を設置し、個人情報やプ

ライバシー保護に配慮したパーソナルデータの利活用のルールを明確化した上で、

個人情報保護ガイドラインの見直し、同意取得手続の標準化等の取組を年内できる

だけ早期に着手するほか、新たな検討組織が、第三者機関の設置を含む、新たな法

的措置も視野に入れた制度見直し方針（ロードマップを含む）を年内に策定する。 

さらに、2014 年以降に、制度見直し方針に示されたロードマップに従って、国

際的な連携にも配慮しつつ、順次パーソナルデータ利活用環境を整備し、利活用を

促進する。 

あわせて、「ビッグデータ」の利活用を促進するため、データやネットワークの

安全性・信頼性の向上や相互接続性の確保、大規模データの蓄積・処理技術の高度

化など、共通的技術の早期確立を図るとともに、新ビジネス・新サービスの創出に

つながる新たなデータ利活用技術の研究開発及びその活用を推進する。
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